
１１１１　　　　職員職員職員職員のののの任免及任免及任免及任免及びびびび職員職員職員職員にににに関関関関するするするする状況状況状況状況（（（（特別職特別職特別職特別職、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、臨時臨時臨時臨時・・・・非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員をををを除除除除くくくく））））

　（１）職員の採用・退職の状況

（２）職位別任用状況（平成２３年４月１日現在）

(注)　職員数は給与実態調査における一般行政関係職員を示す。　

（３）部門別職員数の状況

※１　職員数は一般職に属する職員数である。

※２　平成２３年度は、東日本大震災の影響により５月１日付の人事異動のため、退職者の不補充や新規採用職員の

総務課付等の一時的な配置となった。
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（４）年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在）

（５）定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注） １ （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

２ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員

増減数の累計を示す。                                              
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２２２２　　　　職員職員職員職員のののの給与給与給与給与のののの状況状況状況状況

（１）総括

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ　職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

ウ　 ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

 　　　

２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　③医療職

歳 円 円

歳 円

歳 円 円

 「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

 手当等のすべての諸手当の額を合計したものである。　

イ  職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円

円 円

ウ  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

(注）「－」は在職職員がいないことを示す。

－－

高　校　卒 211,900

1,166,800

平均給与月額
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区　　　　　分
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－
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－
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－
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う ち 用 務 員
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国
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区　　分 平均給料月額 平均給与月額

417,20143.80福島県
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田村市 44.60

43.30類似団体

う ち 給 食 員
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う ち 運 転 手
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327,906
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52.90

う ち そ の 他

福島県
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－

－
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－
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（注）１
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福島県
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円
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ア  一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）１　田村市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

イ  昇給期間短縮の状況

該当なし

％

2.5

参事

45.7

主幹、課長補佐

人

13.3

人

％

（３）一般行政職の級別職員数等の状況

％

42

７　　級

12

職員数
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％

8.9

％

14.4

構成比
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％
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人人
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10
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人

人
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％
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人
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人
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主査

2.5

人 ％

％
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1.9

人

9

％

54 11.5

人

％

40 8.5

人

238

人 ％
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人 ％

50.5
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２級
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(４)　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（２２年度支給割合） （２２年度支給割合） （２２年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　５～１５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％

イ　退職手当（平成２３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

（退職時特別昇給　勧奨退職者１２月短縮） （退職時特別昇給　　制度なし　）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、各年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２　退職手当の支給率は福島県市町村総合事務組合「市町村職員の退職手当に関する条例」で定められている。

ウ  地域手当

該当なし

エ  特殊勤務手当

該当なし

オ  時間外勤務手当

　　　　また、平成２２年度実績には、東日本大震災にかかる事務を含む。

月分

－

月分2.65

福　　　　　島　　　　　県田　　　　　村　　　　　市

千円 44,832

千円

千円

　　　　※　平均支給年額は普通会計決算額÷対象職員数

1.40

1.35

47.50

27,321

2.75

１人当たり平均支給額(２２年度)

（注）　正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給する。（選挙事務含む）

千円

33.50 41.34

24,19619,159

－

支 給 実 績

8989

45,049

職員１人当たり平均支給年額

２０年度実績 ２１年度実績

千円

59.28

7,272

6,179

22,906

最高限度額

23.50

2.55

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市

１人当たり平均支給額(２１年度)

月分 2.55

最高限度額 59.28

勤続 ２５年

59.28勤続 ３５年

30.55勤続 ２０年

月分

28,077

47.50

59.28

１人当たり平均支給額（２１年度）

月分1.35

2.65 月分 月分

千円

千円

1,714

１人当たり平均支給額（２２年度）

1,454

１人当たり平均支給額（２１年度）

1.40

1,400 1,608

1.40

１人当たり平均支給額（２２年度）

千円

千円

月分

64,790

59.28

１人当たり平均支給額(２１年度)

１人当たり平均支給額(２２年度)

月分2.60 月分

月分

59.28

33.50

福　　　　　　　　　　島　　　　　　　　　県

勤続 ２０年 23.50

41.34

30.55

勤続 ３５年

勤続 ２５年

月分

－

千円

国

1.35

136

２２年度実績
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カ  その他の手当（平成２２年４月１日現在）

         千円

       272

         千円

       85

内容及び支給単価

         千円

       65

         千円

      240

         千円

      470

異なる

家賃金額区分が異

なる

使用距離区分

同じ

（２２年度決算）

　

その勤務箇所・給

料表・職務の級に

応じて支給

         千円

   58,248

異なる

国の制度と

異なる内容

         千円

   34,879

手　当　名

基準日（毎年11月から翌年3月までの

各月の初日）における職員の世帯等の

区分に応じた定額

・世帯主で扶養親族　有　17,800円

・世帯主で扶養親族　無　10,200円

・そ　の　他　　　　　　 7,360円

国の制度

との異同

同じ

異なる

（２２年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり支給実績

         千円

   33,195

寒冷地手当

扶養手当

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受け現

に当該住宅に居住し、下記の月額を超

える家賃を払っている職員に支給

＊家賃20,500円以下

　　20,500円以下－9,500円

＊家賃20,500円を超え52,500円未満

（家賃－20,500円）×1/2＋11,000円

＊家賃52,500円以上

　52,500円以上－27,000円

　　　　　　　　　（27,000円限度）

交通機関利用者

　58,000円を限度として支給

　

交通用具利用者

　通勤距離に応じ

　2,500円～25,400円の間で支給

配偶者　　　　　　　　　 13,000 円

・扶養親族でない配偶者を有する場合

　扶養親族１人目          6,500 円

・職員に配偶者がない場合

　扶養親族１人目         11,000 円

※扶養親族が満16歳の年度始めから満

22歳の年度末までの子の場合5,000円

加算

通勤手当

部長及び相当職　　　 　53,000 円

参事　　　　　　　　 　42,000 円

課長　　　　　　　     40,000 円

困難な業務を行う主幹   38,000 円

主幹                   30,000 円

診療所長・歯科診療所長

　　　　　　　　　    120,000 円

管理職手当

普通会計

         千円

   65,693

         千円

   12,521
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（５）　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

         勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

（６）　公営企業職員の状況

　　　　水道事業水道事業水道事業水道事業

  　① 職員給与費の状況

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２２年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２１年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

      ２　「平均月収額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものである。　

5,5827,064

16,674 65,580

313,502262,758

職員給与費比率

Ｂ／Ａ

退職した日から１月以内

退職した日から１月以内7,065,600 円   

 給料月額×在職月数×29/100

 給料月額×在職月数×20/100

職員給与費

17,971 72,563

平均給料月額 平均月収額

5,045

田 村 市

40,990

　　　　　　区　　分

7,916

平　均　年　齢

 給料月額×在職月数×48/100

　　（２２年度支給割合）

　　（２２年度支給割合）

退職した日から１月以内

385,000

総費用に占める

23,270,400 円   

２．９０

２．９０

11,136,000 円   

給 料 月 額 等

800,000

　　　　Ａ

72,563

期末・勤勉手当

千円　

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

12.1

給与費 B/A

％

13.9

千円　

1,833

406,000副 議 長

議 長

Ａ  

　質収支

備　　　　考

千円　

463,000

736,000

1,010,000

２２年度 13

職員数

職員手当

２１年度

522,824

542,526 225

千円

13 47,528

給　 料

65,580

千円

市 長

２１年度

２２年度

区　分

41.00

副 市 長

千円

　　計　Ｂ

千円

区　分 総費用 純損益又は実

一人当たり

人 千円

区 分

教 育 長

退

職

手

当

市 長

市 長

議 員

期

末

手

当

報

酬

副 市 長

副 議 長

教 育 長

議 員

副 市 長

教 育 長

議 長

Ｂ　
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（２２年度支給割合） （２２年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

イ　退職手当（平成２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

（退職時特別昇給　勧奨退職者１２月短縮） （退職時特別昇給　勧奨退職者１２月短縮）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

（注）平成２２年度は退職した職員はいない。

ウ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

エ　その他の手当（平成２２年４月１日現在）  

807

住居手当

手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当

田村市一般職に準ずる

987管理職手当

0

千円

千円

千円 千円

千円 183

平均支給年額

千円

支給実績

千円

217

（２２年度決算）

千円

（２２年度決算）

田　　　村　　　市

１人当たり平均支給額（２１年度）

田　　　　　　　　村　　　　　　　　市

月分

職員１人当たり平均支給年額 144

千円

23.50

1.35

1.40 月分

勤続 ２０年

勤続 ２５年

１人当たり平均支給額（２１年度）

1,400

月分

1,877

２２年度実績

月分

１人当たり平均支給額（２１年度）　　　　

30.55

41.34

2.55

千円

最高限度額

千円

1,382

2.65 月分

１人当たり平均支給額（２２年度）

支 給 実 績

１人当たり平均支給額（２２年度）　　　　 ー

千円

１人当たり平均支給額（２２年度）　　　　

千円

0

76

2.65

493

67

勤続 ３５年

勤続 ２５年

59.28

千円

2,380

支給職員１人当たり

千円

59.28

ー

2.55

19,086 25,732

907

千円

２１年度実績

－

１人当たり平均支給額（２１年度）　　　　

最高限度額

千円

1,283

1,521

寒冷地手当

通勤手当

24,196

田村市（普通会計）

月分1.35

田村市（普通会計）

月分

1,454

１人当たり平均支給額（２２年度）

59.28 59.28

47.50勤続 ３５年

千円

59.28 59.28

勤続 ２０年 23.50 30.55

33.50

47.50

33.50

1.40

41.34

月分

22,906

19,159
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④定員管理の数値目標及び進捗状況

　平成１７年４月１日～平成２３年４月１日における定員管理の数値目標

３３３３　　　　職員職員職員職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間そのそのそのその他他他他のののの勤務条件勤務条件勤務条件勤務条件のののの状況状況状況状況

（１）勤務時間の状況（平成２３年４月１日現在）

※

（２）年次休暇の状況（平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１日）

（注） 福島県に報告した「勤務条件等に関する調査」に基づき作成した。

　　

３８時間４５分

１週間の勤務時間

総付与日数

　年次有給休暇は、１年ごとに２０日（中途採用者は別に規則で定める日）付与されており、２０日を超

えない範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことができることになっています。

純減率

Ｃ

5,267

　定員管理の数値目標及び田村市における定員管理の数値目標に準ずる

職員数 職員数

平成17年4月1日 平成23年4月1日

純減数

28%

　本庁・行政局窓口業務については、勤務時間の割り振りの変更により、毎週木曜日は午後７時まで、コミュニ

ティプラザ行政サービスコーナー（船引駅舎内）は月～水曜日は午前９時３０分～午後７時３０分、木～土曜日は

午前９時３０分～午後５時３０分の業務時間で上表とは異なる勤務形態をとっています。なお、平成２３年３月１１

日の東日本大震災の影響によりコミュニティプラザ行政サービスコーナーは一時的に閉鎖しました。

　また、市文化センター、市図書館、船引総合福祉センターは土・日開館、保育所及びこども園では　延長保育

の実施、都路診療所や老人憩いの家針湯荘等では上表とは異なる勤務形態をとっています。

18,782

Ａ Ｂ

取 得 率

Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ

10.8

対象職員数

488

平均取得日数総使用日数

土曜日

日曜日

開 始 時 刻 終 了 時 刻 休 憩 時 間 週　休　日

午前８時３０分 午後５時１５分

午後０時から

午後１時まで
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（３）病気休暇及び特別休暇の状況

　　

1 産前産後休暇

2 配偶者の出産休暇

3 育児休暇（保育時間の場合）

4 育児参加休暇（子の看護）

5 生理休暇

7 ボランティア休暇

8 結婚休暇

9 父母の祭日

10 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇

11 選挙権等の権利行使のための休暇

12 証人等として官公署へ出頭するための休暇

14 風水震火災等による交通の遮断を事由とする休暇

15 風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

16 交通機関の事故等を事由とする休暇

18 夏季休暇

（４）育児休業等の利用状況

　

　

　　

（５）介護休暇等の取得状況

その都度１日以内

 風水震火災等による職員の通勤途上における身体の危険の回避を

事由とする休暇

　育児休業及び部分休業は、ともに職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳

に達する日まで取得することができるもので、そのうち部分休業については、勤務時間の始

め又は終わりに１日を通じて２時間を超えない範囲内で取得できることとしています。

　なお、育児休業の場合は休業中、部分休業の場合は勤務しない時間が無給となります。

　平成２１年度の取得状況は、次のとおりです。

17

０人

部分休業取得者数 計育児休業取得者数

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規

定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

必要と認められる期間

配偶者１０日以内、血族父母７日以内、

血族祖父母３日以内

年５日以内

必要と認められる期間

女　性　職　員

計 ０人

種　　　　　　　　類

　病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむ

を得ない場合に認められる有給休暇です。

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤

務しないことが相当である場合として規則で定められている有給休暇です。

　平成２２年４月１日現在、規則で定められている特別休暇は、次のとおりです。

０人 ０人男　性　職　員

０人０人

０人０人

部分休業取得者数 計

０人０人

介護休業取得者数

　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢のため、当

該配偶者等を介護することが相当である場合に６月の期間内で認められる休暇で、勤務しな

い時間は無給となっています。

　平成２１年度の取得状況は、次のとおりです。

０人

７人 ０人 ７人

０人

13

必要と認められる期間

３日以内(７月から９月までの間)

計 ７人 ０人 ７人

女　性　職　員

6 忌引休暇

１週間の範囲内で必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１日２回各４５分以内

その都度２日以内

年５日以内

連続する５日以内

産前８週間以内・産後８週間以内

２日以内

付　与　日　数

男　性　職　員

11



４４４４　　　　職員職員職員職員のののの分限及分限及分限及分限及びびびび懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの状況状況状況状況

５５５５　　　　職員職員職員職員のののの服務服務服務服務のののの状況状況状況状況

（１）職員の守るべき義務の概要

　

　 （２）職務専念義務の免除の状況

　　

　

があった場合等の際に、職員に対し行われる不利益処分です。

上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者にふさわしくない非行

　地方公務員法第３０条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し、職務遂行にあたっては全力でこれに専念しなければならないこととされています。こ

の服務の基本原則を忠実に実行するため、次のように職員には様々な義務や制限が課せられ

ています。

　職員はストライキ等をしてはならない。

戒　告

た制裁的な処分で、地方公務員法又は条例、規則、規程に違反した場合、職務

免　職

０人

減　給

免　職

懲戒処分

２人

処分の種類 処分者数

分限処分

政治的行為の制限

　職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図ることを目的にし

違反者数

　公務能率の維持向上を目的として行われる不利益処分で、勤務成績が良くな０人

を欠く場合等の際に、職員に対して行われる処分です。

０人

停　職

内　　　　　　　　　　　　　　容

０人

降　任

休　職

１人

０人

い場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合、職務に必要な適格性

（地公法第36条）

区　　　　分 内　　　　　　　　　容

秘密を守る義務

職務に専念する義務

（地公法第35条）

信用失墜行為の禁止

（地公法第33条）

命令に従う義務

　職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務

にのみ専念しなければならない。

０人

　職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他

の団体の役員等を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬

を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

営利企業等への従事制限

（地公法第38条）

０人

（地公法第37条）

争議行為の禁止

（地公法第34条）

０人

（地公法第32条）

　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。

０人

　職員は、政治活動等に関与してはならない。

０人

０人

　職員は、法令に従い、かつ、上司の命令に従わなければな

らない。

　職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるよ

うな行為をしてはならない。

０人

　職務に専念する義務の特例に関する条例等により、厚生に関する計画の実施に参加する場

合等に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。

　平成２２年度は、研修の受講、厚生事業の一環としての人間ドック、健康診断（再検査含

む）の受診等が承認されました。
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６６６６　　　　職員職員職員職員のののの研修及研修及研修及研修及びびびび勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの評定評定評定評定のののの状況状況状況状況

　平成２２年度の研修の実施状況は、次のとおりです。

　勤務成績の評定の概要

千葉県

（社）日本広報協会（宮城県）

新潟県

（社）日本経営協会（東京都）

宮城県

群馬県２人

８人

２４日間

８日間

郡山市

市町村職員中央研修所（千葉県）

市町村職員中央研修所（千葉県）

江東公会堂（東京都）

備　　考研　　　　修　　　　先

東北自治研修所

長野県

（社）日本経営協会（東京都）

自治大学校（東京都）

６１日間

期　間

東北自治研修所

人数

３人

１人

１人

 １人

１人

地域における企業誘致と起業

スマートインターチェンジ視察研修

２人

１人

３人

１人

４人民間企業に学ぶクレーム対応セミナー

自治体デジタル広報講座

斎場指定管理者、リサイクルセンター先進事例調査

３日間

８５人

１人

東北六県中堅職員研修  １人

自治大学校

研　　　修　　　名

住民行政事務

新規採用職員研修　外２８講義

東北六県管理者研修

新規採用職員陸上自衛隊郡山駐屯地

１０人５日間

３日間 １０人

市内民間企業６ヶ所 新規採用職員

１日間

５日間

２日間

地方議会のための政務調査 ２日間

新地方公会計制度研修

徴税実務研修

新庁舎建設に係る行政視察研修

一般廃棄物処理施設管理技術講習

市町村保健活動における自殺対策研修会

民間企業研修

自衛隊隊内生活体験研修

２日間

１人

２日間

２日間

１日間

２日間

２日間

３ヶ月

ふくしま自治研修センター

　職員調書を全職員から提出いただき、現職務についての目標（量・質・適正・興味）や問題点、健康

状態、家族の状況等、異動希望、資格、特技等自己アピール等を資料に、上司に職員の勤務状態、

仕事の遂行能力、執務態度等に関する事項について評価、意見等の報告を受け評定する。

※　平成１８年度に勤務評定を試行しましたが、人事管理や給与に反映までは至っておりません。
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７７７７　　　　公平委員会公平委員会公平委員会公平委員会のののの状況状況状況状況

（１）公平委員会の事務の委託

　

　

　　

（２）公平委員会の権限

　　公平委員会の権限は地方公務員法第８条第２項に定められています。

　　主な内容は次のとおりです。

ア

　　

該当なし

イ

該当なし

ウ

該当なし

８８８８　　　　職員職員職員職員のののの福祉福祉福祉福祉

（１）職員の福利厚生の実施状況

　

ア 　市が行う福利厚生

　生活習慣病の定期健診の実施、人間ドック助成等を行っています。

イ 　職員互助会「田村市職員互助会」の給付事業（会費で運営）

　　

　

（２）公務災害等の状況

　

　

　　

　　地方公務員法第７条第３項の規定により、市は公平委員会を置くこととされています。

ただし、同法第７条第４項の規定では、他の地方公共団体の人事委員会に委託してその事務

を処理させることができるとされており、本市では、公平委員会の事務を県の人事委員会に

委託しています。

　また、毎年７月末までに前年度の業務の状況の報告を県人事委員会から受けることとして

います。

　　常勤職員が、公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じ

た災害を補償し、及び必要な福祉事業を行い、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉

の向上に寄与することを目的とする制度です。

　平成２１年度の発生件数は、１件でした。

　地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが

義務づけられております。

　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措

置を執ること。

　職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決又は決定をすること。

　職員の苦情に関すること。

　冠婚葬祭、傷病、出産、永年勤続、退職に共済金を支給、福利厚生事業等に対し助成を行って

います。
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